
議
事
１

第
２
期
北
上
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
の

令
和
６
年
度
の
取
組
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

２
令
和
６
年
度
の
取
組

令
和
７
年
３
月

2
5
日

審
議
会

福
祉
部
長
寿
介
護
課

目
標
１
：
成
年
後
見
制
度
を
含
む
権
利
擁
護
支
援
の
周
知
啓
発

(1
)
出
前
講
座
等
で
の
地
域
住
民
、
支
援
者
に
対
す
る
周
知
啓
発
（
成
年
後
見
制
度
、
高
齢
者

虐
待
）
※
２
月
末
時
点

・
支
援
者
向
け
講
座
・
研
修
講
師

４
回
（
内
高
齢
者
虐
待
２
回
）

・
市
民
向
け
講
座

３
回

(2
)
市
民
向
け
講
演
会
の
開
催

(3
)
市
民
向
け
成
年
後
見
制
度
講
座
の
開
催
（
障
が
い
の
子
を
持
つ
親
向
け
）

(4
)
金
融
機
関
と
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
情
報
交
換
会

日
時

令
和
６
年

1
0
月

2
0
日
（
日
）

1
3
:3

0
～

1
5
:3

0

場
所

日
本
現
代
詩
歌
文
学
館

内
容

・
講
演
（
日
高
法
律
事
務
所
日
髙
弁
護
士
）

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
成
年
後
見
制
度
の
実
際
）

参
加
者

・
現
地
参
加
：

7
7
名

・
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
：

1
1
名

計
：

8
8
名

そ
の
他

北
上
市
自
立
支
援
協
議
会
く
ら
し
支
援
部
会
と
共
催

日
時

令
和
６
年

9
月
７
日
（
土
）

1
3
:0

0
～

1
5
:0

0

場
所

江
釣
子
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
パ
ル
２
階
コ
ス
モ
ホ
ー
ル

内
容

・
講
座
（
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
津
嶋
行
政
書
士
）

・
個
別
無
料
相
談
会

参
加
者

・
現
地
参
加

：
2
7
名
（
う
ち
個
別
無
料
相
談
４
組
）

・
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
：

4
名

そ
の
他

公
益
社
団
法
人
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
岩
手
県
支
部
と
共
催

日
時

令
和
７
年
３
月

1
7
日
（
月
）

1
3
:3

0
～

1
5
:0

0

場
所

北
上
市
役
所
本
庁
舎
５
階
第
１
会
議
室

内
容

金
融
機
関
に
お
け
る
高
齢
者
に
関
す
る
困
り
ご
と
の
共
有
と
金
融
機
関
と
包
括
の
連

携
の
確
認

参
加
者

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
及
び
市
内
銀
行
職
員

計
2
4
名

日
時

令
和
７
年
２
月

2
6
日
（
水
）

1
8
:0

0
～

1
9
:3

0

場
所

北
上
済
生
会
病
院

内
容

・
意
思
決
定
支
援
に
関
す
る
講
義
（
鈴
木
社
会
福
祉
士
）

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

対
象
者

市
内
の
入
院
機
能
を
有
す
る
医
療
機
関
の
医
療
従
事
者
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

会
議
委
員
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員

計
3
1
名

そ
の
他

北
上
市
在
宅
医
療
介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー
と
共
催

開
催
趣
旨

(計
画

P
2
6

計
画
の
進
行
管
理

)
第
２
期
北
上
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画

(以
下
「
市
基
本
計
画
」

)の
達

成
状
況
の
点
検
・
評
価
は
、
目
標
の
達
成
状
況
等
を
北
上
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進

審
議
会
に
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
審
議
会

に
お
い
て
、
市
基
本
計
画
の
令
和
６
年
度
の
活
動
状
況
の
報
告
、
及
び
令
和
７
年
度
に

お
け
る
活
動
内
容
の
協
議
を
す
る
も
の
で
す
。

１
市
基
本
計
画
に
お
け
る
目
標
値
の
達
成
状
況

(計
画
P
2
3
)

※
令
和
６
年
度
の
相
談
件
数
は
１
月
末
時
点

資
料
１

目
標

成
果
指

標
R
5

(実
績

)

R
6

(実
績

/目
標

)

R
7

(目
標

)
R
8

(目
標

)

R
9

(目
標

)

R
1
0

(目
標

)

権
利
擁
護

支
援
の
周

知
啓
発

サ
ー
ビ
ス
事

業
所
等
の
制

度
認
知
度

(単
位
：
％

)

5
9

7
5
/

6
0

7
0

8
0

9
0

9
0

権
利
擁
護

支
援
機
能

の
充
実

権
利
擁
護

の
相
談
件

数＊
市
と
委
託

事
業
所
の
総

件
数

1
4
6
1

前
年
度

よ
り
増
加

1
2
3
7
/

1
4
6
1

前
年
度

よ
り

増
加

前
年
度

よ
り

増
加

前
年
度

よ
り

増
加

前
年
度

よ
り

増
加

地
域
連
携

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の

機
能
の

強
化

成
年
後
見

制
度
の
利

用
者
数

1
0
6

前
年
度

よ
り
増
加

1
1
4
/1

0
6

前
年
度

よ
り

増
加

前
年
度

よ
り

増
加

前
年
度

よ
り

増
加

前
年
度

よ
り

増
加

(5
)
医
療
従
事
者
向
け
権
利
擁
護
研
修
会
の
開
催



(6
)
成
年
後
見
制
度
の
利
用
事
例
集
等
の
作
成
に
向
け
た
検
討

未
実
施
。
第
２
期
計
画
後
期
で
検
討
を
行
う
。

(7
)
意
思
決
定
支
援
に
向
け
た
整
理

意
思
決
定
支
援
の
研
修
を
受
講
。
支
援
者
等
へ
の
展
開
に
向
け
て
学
び
を
深
め
た
。

【
受
講
し
た
研
修
】

・
意
思
決
定
支
援
研
修
（
市
主
催
）
※
八
戸
学
院
大
学
か
ら
講
師
を
招
き
開
催

・
成
年
後
見
制
度
普
及
・
権
利
擁
護
体
制
整
備
研
修
（
県
主
催
）

・
後
見
人
等
へ
の
意
思
決
定
支
援
研
修
（
国
委
託
事
業
）

・
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
岩
手
地
方
協
議
会

(8
)
き
ぼ
う
ノ
ー
ト
と
連
携
し
た
任
意
後
見
制
度
の
周
知

・
出
前
講
座
（
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
：
再
掲
）
に
お
い
て
、
き
ぼ
う
ノ
ー
ト
を
活
用
し
た
こ
こ

ろ
づ
も
り
と
任
意
後
見
制
度
の
連
携
に
つ
い
て
説
明
し
制
度
の
周
知
を
図
っ
た
。

・
北
上
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
て
い
る
「
し
ら
ゆ
り
だ
よ
り
」
に
お
い
て
、
北
上
済
生

会
病
院
柴
内
副
医
院
長
か
ら
き
ぼ
う
ノ
ー
ト
、
日
髙
拓
郎
弁
護
士
か
ら
任
意
後
見
制
度
の

説
明
を
い
た
だ
き
、
周
知
を
図
っ
た
。

目
標
２
：
権
利
擁
護
支
援
機
能
の
充
実

(1
)
北
上
市
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
相
談
対
応
件
数

２
令
和
６
年
度
の
取
組
（
つ
づ
き
）

R
５
年
度

R
６
年
度
（
令
和
７
年
２
月
末
日
現
在
）

後
見
制
度

9
1
 人

2
9
%

虐
待

1
4
1
 人

4
5
%

財
産
管
理
等

8
2
 人

2
6
%

ア
：
権
利
擁
護
相
談

(延
数

N
＝

3
2
4
)

う
ち

高
齢
虐
待

実
1
7
件

障
害
虐
待

実
０
件

後
見
制
度

7
7
 人

2
5
%

虐
待

1
6
3
 人

5
2
%

財
産
管
理
等

7
3
 人

2
3
% 日
自
相
談

0
 人

0
%

ア
：
権
利
擁
護
相
談

(延
数

N
＝

3
1
1
)

う
ち

高
齢
虐
待

実
2
0
件

障
害
虐
待

実
０
件

R
5
, 1

5
2
 

R
5
, 8

 
R

5
, 4

 
R

5
, 1

 
R

5
, 1

1
 

R
5
, 7

 

R
6
, 1

3
0
 R
6
, 3

5
 

R
6
, 1

8
 

R
6
, 1

 
R

6
, 1

7
 

R
6
, 1

3
 

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

認
知
症

精
神

知
的

認
知
症

精
神

知
的

イ
：
相
談
対
象
者
の
傾
向

(延
数

N
＝

3
2
4
)

相
談
者
の
傾
向

（
R

6
）

本
人

/家
族

4
3
％

包
括

3
8
%

C
M
・
相
談

1
%

医
療

4
%

関
係
機
関
他

1
4
％

(警
察
、
事
業
所

)

相
談
者
の
傾
向

（
R

5
）

本
人

/家
族

4
0
％

包
括

3
7
%

C
M
・
相
談

2
%

医
療

4
%

関
係
機
関
他

1
7
％

(警
察
、
事
業
所

)

6
5
歳
以
上

6
5
歳
未
満

※
Ｒ

6
は
令
和

7
年
２
月
末
日
現
在

資
料
１

令
和
７
年
３
月

2
5
日

審
議
会

福
祉
部
長
寿
介
護
課

3

1
1

4

2

5

1
0

6

4
4

6

1
1

2
1

1
1

3
3

3
3

1
1

2

6

1

4

1

8

1
1

0 2 4 6 8

1
0

1
2

本
人

家
族

親
族

介
護
支
援
専
門
員
・
相
談
支
援
専
門
員

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

医
療
機
関

関
係
機
関

(サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
行
政
・
警
察
等

)

そ
の
他

ウ
：
成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
相
談
の
属
性



２
令
和
６
年
度
の
取
組
（
つ
づ
き
）

(2
)
本
人
・
親
族
申
立
の
支
援

・
２
件
（
そ
の
他
、
親
族
や
支
援
者
か
ら
の
相
談
を
多
数
受
け
て
い
る
）

(3
)  受

任
者
調
整
会
議
の
開
催
（
受
任
候
補
者
推
薦
）

・
６
回
（
す
べ
て
市
長
申
立
案
件
）

(4
)
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
形
成
支
援
（
後
見
人
等
受
任
時
の
ケ
ア
会
議
開
催
）

・
７
回
（
市
長
申
立
て
案
件
６
回
、
親
族
申
立
案
件
１
回
）

(5
)
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
た
め
の
ケ
ア
会
議
の
開
催

・
４
回
（
市
長
申
立
て
案
件
２
回
、
親
族
申
立
案
件
２
回
）

(6
)
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
か
ら
成
年
後
見
制
度
へ
の
移
行
に
か
か
る
支
援
検
討
会
議

・
２
回
（
内
１
件
を
市
長
申
立
に
て
成
年
後
年
制
度
へ
移
行
）

(7
)
市
長
申
立
の
実
施

・
６
件

(内
訳

:高
齢
３
件
、
障
が
い
３
件
）
※
進
行
中
の
ケ
ー
ス
１
件
、
相
談
２
件

(8
)
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
実
施
（
報
酬
等
助
成
）

【
申
立
費
用
】

【
報
酬
助
成
】

高
齢

３
件

高
齢

９
件

障
が
い

０
件

障
が
い

５
件

資
料
１

令
和
７
年
３
月

2
5
日

審
議
会

福
祉
部
長
寿
介
護
課

(１
)
市
民
後
見
人
養
成
及
び
活
躍
支
援
に
向
け
た
多
職
種
に
よ
る
協
議
の
実
施

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
に
お
い
て
、
市
民
後
見
人
の
養
成
及
び
活
躍
支
援
に
つ
い
て
協
議

を
実
施
（
全
３
回
）
。
市
民
後
見
人
像
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
内
容
、
市
民
後
見

人
を
推
薦
す
る
仕
組
み
（
権
利
擁
護
支
援
体
制
）
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

市
民
後
見
人
養
成
講
座
に
つ
い
て

【
市
民
後
見
人
像
】

【
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
】

※
資
料
２
参
照

目
標
３
：
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
の
強
化

【
ス
キ
ー
ム
】

【
市
民
後
見
人
等
の
活
躍
支
援
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
内
容
】



２
令
和
６
年
度
の
取
組
（
つ
づ
き
）

資
料
１

権
利
擁
護
支
援
体
制
に
つ
い
て

受
任
者
調
整
を
行
う
仕
組
み
と
し
て
、
以
下
の
機
能
を
持
つ
会
議
体
（
権
利
擁
護
支
援
体

制
）
を
構
築
す
る
。

●
受
任
者
調
整
会
議

市
長
申
立
て
案
件
に
お
け
る
後
見
人
等
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
、
そ
の
職
種
な
ど
を
専
門

職
を
交
え
検
討
す
る
場

●
無
料
権
利
擁
護
相
談
（
相
談
・
検
討
・
助
言
）

本
人
の
権
利
擁
護
の
課
題
に
関
し
て
、
支
援
者
か
ら
多
職
種
（
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会

福
祉
士
）
へ
相
談
で
き
る
場
。

【
権
利
擁
護
支
援
体
制
の
イ
メ
ー
ジ
】

複
雑
化
す
る
権
利
擁
護
の
課
題
に
つ
い
て
支
援
者
へ
の
助
言
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
で
、

本
人
の
権
利
擁
護
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

市
民
後
見
人
や
法
人
後
見
（
以
下
、
市
民
後
見
人
等
）
か
ら
の
相
談
も
想
定
し
て
お
り
、

市
民
後
見
人
等
や
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
へ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
と
し
て
も
活
用
す
る
。

令
和
７
年
３
月

2
5
日

審
議
会

福
祉
部
長
寿
介
護
課

(２
)
市
民
後
見
人
と
専
門
職
後
見
人
の
複
数
後
見
に
関
す
る
研
究

先
進
地
の
取
り
組
み
を
参
考
に
以
下
の
通
り
整
理
し
た
。

【
受
任
形
態
】

①
単
独
選
任
型
：
市
民
後
見
人
が
単
独
で
受
任
す
る
。

②
リ
レ
ー
型

：
専
門
職
後
見
人
か
ら
引
き
継
ぐ
形
で
受
任
す
る
。
（
一
時
的
に
複
数
後
見
）

③
複
数
選
任
型
：
専
門
職
と
市
民
後
見
人
が
複
数
で
受
任
す
る
。

原
則
、
専
門
職
と
複
数
後
見
で
ス
タ
ー
ト
し
市
民
後
見
人
が
単
独
で
対
応
で
き
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
専
門
職
が
辞
任
し
単
独
選
任
と
な
る
形
を
想
定
。

当
面
は
市
長
申
立
の
案
件
が
発
生
し
た
際
に
、
権
利
擁
護
支
援
体
制
で
協
議
を
行
い
、
市
民

後
見
人
が
適
当
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
名
簿
登
録
者
の
中
か
ら
裁
判
所
へ
市
が
推
薦
す
る
。

専
門
職
後
見
人
が
単
独
受
任
し
て
い
る
案
件
に
お
い
て
、
課
題
解
決
等
に
よ
り
生
活
が
安
定

し
た
ケ
ー
ス
で
交
代
の
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
に
権
利
擁
護
支
援
体
制
に
諮
る
（
リ

レ
ー
型
）
。

(３
)
法
人
後
見
に
係
る
研
究

令
和
５
年
度
に
法
人
後
見
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
法
人
後
見
の
実
施
に
興
味
が

あ
る
と
回
答
し
た
市
内
の
社
会
福
祉
法
人
の
う
ち
、
未
実
施
法
人
（
３
法
人
）
に
対
し
て
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
実
施
し
、
現
状
と
実
施
す
る
場
合
の
必
要
な
支
援
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

(４
)
身
寄
り
が
な
い
人
へ
の
支
援
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

こ
れ
ま
で
の
経
過

令
和
５
年
度

身
寄
り
の
な
い
方
の
支
援
に
つ
い
て
事
例
検
討
会
を
行
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
考
え
方
が
あ
る
中
で
、
支
援
者
が
誰
で
あ
っ
て
も
共
通
の
認
識
を

持
っ
て
対
応
で
き
る
仕
組
み
が
必
要
と
考
え
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
く

こ
と
と
し
た
。

令
和
６
年
度

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
現
状
の
把
握
と
課
題
の
抽
出
を
行
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
の
施
設
が
入
院
・
入
所
時
に
保
証
人
を
必
要
と
し
て
お
り
、
金
銭
管
理
や
緊
急

時
の
対
応
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
を
結
果
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き

た
。身
寄
り
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
人
を
確
保
で
き
な
い
と
き
、
保
証
人
に
求
め
ら
れ
る

役
割
を
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
を
整
理
し
、
他
市
町
村
の
取
り
組
み
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
北
上
市
の
特
性
を
踏
ま
え
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。



２
令
和
６
年
度
の
取
組
（
つ
づ
き
）

資
料
１

(５
)
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
の
開
催

【
参
集
者
の
職
種
】

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
、
行
政
書
士
、
社
会
保
険
労
務
士
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、

相
談
支
援
事
業
所
、
老
人
福
祉
施
設
、
障
害
者
支
援
施
設
、
医
療
機
関
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
民
生
委

員
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
警
察
、
裁
判
所
（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

【
協
議
内
容
】

・
市
民
後
見
人
の
育
成
、
養
成
に
関
す
る
こ
と

・
身
寄
り
が
な
い
人
の
支
援
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
こ
と

【
実
施
結
果
】

第
１
回

令
和
６
年
５
月

2
9
日

（
1
5
団
体
の
参
加
）

第
２
回

令
和
６
年
７
月

2
4
日

（
1
7
団
体
の
参
加
）

第
３
回

令
和
６
年
９
月

2
5
日

（
1
5
団
体
の
参
加
）

第
４
回

令
和
６
年

1
1
月

2
7
日

（
1
4
団
体
の
参
加
）

第
５
回

令
和
７
年
１
月

2
2
日

（
1
4
団
体
の
参
加
）

第
６
回

令
和
７
年
３
月

1
9
日

（
団
体
の
参
加
）

３
令
和
６
年
度
の
取
組
の
取
り
組
み
の
成
果
と
課
題

令
和
７
年
３
月

2
5
日

審
議
会

福
祉
部
長
寿
介
護
課

目
標
１

成
年
後
見
制
度
を
含
む
権
利
擁
護
支
援
の
周
知
啓
発

成
果
：

成
年
後
見
制
度
の
認
知
度
の
向
上
、
関
係
機
関
と
連
携
し
た
周
知
の
実
施

な
ど

課
題
：

成
年
後
見
制
度
、
意
思
決
定
支
援
の
周
知
促
進
、
こ
こ
ろ
づ
も
り
の
視
点
の
理
解
促
進

目
標
２

権
利
擁
護
支
援
機
能
の
充
実

成
果
：

後
見
報
酬
助
成
件
数
の
増
加
、
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
相
談
件
数
の
増
加

な
ど

課
題
：

権
利
擁
護
支
援
の
実
施

目
標
３

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
の
強
化

成
果
：

市
民
後
見
人
養
成
講
座
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
及
び
身
寄
り
が
な
い
人
の
支
援
に
関
す
る
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
の
作
成
、
法
人
後
見
に
興
味
が
あ
る
法
人
の
現
状
と
課
題
の
把
握

な
ど

課
題
：

新
た
な
担
い
手
の
養
成
、
身
寄
り
の
な
い
人
の
支
援
方
法
の
整
理

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
に
か
か
る
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

課
題
の
整
理



議
事
２
第
２
期
北
上
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
の
令
和
７
年
度

の
取
組
に
つ
い
て

成
年
後
見
制
度
を
含
む
権
利
擁
護
支
援
の
周
知
啓
発

•
市
民
向
け
講
演
会
の
開
催

•
出
前
講
座

•
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
の
市
民
向
け
講
座
及
び
個
別
相
談
会

•
障
が
い
の
子
を
持
つ
親
向
け
勉
強
会

•
医
療
従
事
者
向
け
権
利
擁
護
研
修
会
の
開
催

•
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
相
談
支
援
事
業
所
向
け
研
修
会
の
開
催

•
成
年
後
見
制
度
の
利
用
事
例
集
等
の
作
成
に
向
け
た
検
討

•
意
思
決
定
支
援
に
向
け
た
整
理

•
き
ぼ
う
ノ
ー
ト
と
連
携
し
た
任
意
後
見
制
度
の
周
知

権
利
擁
護
支
援
機
能
の
充
実

•
権
利
擁
護
支
援
体
制
の
構
築
に
向
け
た
協
議
、
調
整

•
専
門
的
な
相
談
へ
の
対
応

•
本
人
、
親
族
申
立
の
支
援

•
受
任
者
調
整
会
議
の
実
施

•
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
た
め
の
ケ
ア
会
議
の
開
催

•
市
長
申
立
の
実
施

•
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
実
施

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
の
強
化

•
市
民
後
見
人
養
成
及
び
活
躍
支
援
に
向
け
た
多
職
種
に
よ
る
協
議
の
実
施

•
市
民
後
見
人
と
専
門
職
後
見
人
の
複
数
後
見
に
関
す
る
研
究

•
法
人
後
見
に
係
る
研
究

•
身
寄
り
が
な
い
人
へ
の
支
援
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

•
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
の
開
催

令
和
７
年
３
月
2
5
日

審
議
会

福
祉
部
長
寿
介
護
課

資
料
３

成
年
後
見
制
度
を
含
む
権
利
擁
護
支
援
の
周
知
啓
発

•
市
民
向
け
講
演
会
の
開
催

•
出
前
講
座

•
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
の
市
民
向
け
講
座
及
び
個
別
相
談
会

•
医
療
従
事
者
向
け
権
利
擁
護
研
修
会
の
開
催

•
意
思
決
定
支
援
研
修
の
開
催

•
き
ぼ
う
ノ
ー
ト
と
連
携
し
た
任
意
後
見
制
度
の
周
知

権
利
擁
護
支
援
機
能
の
充
実

•
権
利
擁
護
支
援
体
制
（
受
任
者
調
整
含
む
）
の
運
営

•
専
門
的
な
相
談
へ
の
対
応

•
本
人
、
親
族
申
立
の
支
援

•
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
た
め
の
ケ
ア
会
議
の
開
催

•
市
長
申
立
の
実
施

•
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
実
施

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
の
強
化

•
市
民
後
見
人
養
成
講
座
の
開
催
（
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
含
む
）

•
法
人
後
見
実
施
候
補
団
体
へ
の
勉
強
会
の
開
催

•
身
寄
り
が
な
い
人
へ
の
支
援
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

•
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
の
開
催

•
金
融
機
関
と
の
連
携
検
討

令
和
７
年
度
事
業
計
画

令
和
６
年
度
事
業
計
画

※
→
新
規
事
業


